
２０２４年度（令和６年度） 

福山市立曙小学校ＰＴＡ書面総会資料 
 
 

総会次第 

 

１、議事 

■第１号議案「２０２３年度（令和５年度）ＰＴＡ行事報告」 

■第２号議案「２０２３年度（令和５年度）ＰＴＡ会計承認に関する件」 

■第３号議案「２０２４年度（令和６年度）本部役員に関する件」 

■第４号議案「２０２４年度（令和６年度）行事計画案」 

■第５号議案「２０２４年度（令和６年度）会計予算案」 

 

２、その他（添付書類） 

■福山市立曙小学校ＰＴＡ会則 

 



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

7.入学式 18.定例会 ２.定例会 ７.定例会 ４定例会 3.献血ボランティア ６.定例会 １.市内一斉あいさつ運動 8.定例会(書面にて) １２.定例会 1.入学説明会 ８.定例会

14.定例会中止 31.PTA総会(書面にて) 29.参観日 20.学校保健委員会 5.学区盆踊り大会 ８.定例会(書面にて) 8.学区運動会 10.定例会(書面にて) 24.持久走大会 ２.定例会(書面にて) 19.卒業式

21.まちづくり総会 20.ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ作戦 24.全校登校日 15.参観日 26.就学前検診 22.音楽発表会 22.参観日 25.離退任式

22.参観日 30.青育協合同研修会 27.校庭清掃 30.学区敬老会 28.29.学区文化祭 30.学校保健委員会 27.離退任先生への御礼の会

25.役員選出 (書面にて) ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ作戦中止

25.新PTA会長会 22.新常任理事役員説明会 2.県P会長研修 8.中学生の主張大会 25-26.第71回日本PTA 15.市P連小学校会長意見交流会 12.市P連球技大会代表者会議 19.市P連球技大会 18.第4回常任理事会 26.第5回常任理事会

29.市P連総会 10.新旧常任理事歓送迎会 24.第2回常任理事会 全国研究大会(広島大会) 25.第3回常任理事会 県P会員研修会中止 市P連会会員研修会中止

19.第１回常任理事会 同時開催中ブロ研修大会

27.第1回役員会 第2回役員会中止

みまもり活動 制服リサイクル みまもり活動 みまもり活動 制服リサイクル 制服リサイクル

全生徒ｱﾝｹｰﾄ作成･集計 用品回収･仕分け 当番表作成・配布 当番表作成・配布 用品回収･仕分け･ﾘｻｲｸﾙ開催 回収の書面配布(6年生)

当番表作成･配布 リサイクル開催 学年部会(書面)
みまもり活動協力会社御礼･来年度の協力依頼

第1回部会 19.広報第1号 22.文化部サークル実施 13.広報第2号発行

　ポスティング 　ポスティング

第１回部会 街頭指導 街頭指導 街頭指導 飛び出し注意

看板のチェック

11.仕分け・集計 ８. 部会の打ち合わせ 10. 仕分け 7. 仕分け 23. 仕分け 17. 集計・発送準備 8. 仕分け・発送 22. 仕分け 15. ポスティング 7. 仕分け

11.ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ集計 15. ポスティング 8. ポスティング 30. ポスティング 22. ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ回収

12.発送・ｶｰﾄﾘｯｼﾞ回収依頼 29. 第1回部会 15. ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ回収

＜誠之ブロック＞

※主たるもののみ掲載

2023年度（令和5年度）　ＰＴＡ年間行事報告
福山市立曙小学校ＰＴＡ

<県Ｐ・市Ｐ連＞

学年部

文化部

厚生部

ベルマーク部

　・学校
　・本部
　・曙学区









役　　職

会　 　長

書　記
会　計
監　査

藤田　愛香

中村　浩美

2024年度（令和6年度）　本部役員名簿

氏　　　　　名

桑田　泰代

副　会　長
武田　沙弥香

利廣　智子



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

9.入学式 10.定例会 6.参観日 5.定例会 2.定例会 6.定例会 4.定例会 １.市内一斉あいさつ運動 6.定例会 10.定例会 6.入学説明会 7.定例会

12.定例会中止 23.24修学旅行 7.定例会 18．学校保健委員会 3.学区盆踊り大会 18.参観日 13.学区運動会 1.定例会 22.持久走大会 7.定例会 19.卒業式

19.まちづくり総会 31.PTA総会(書面にて) 青育協合同研修会 22.全校登校日 献血ボランティア 26.27.学区文化祭 14.音楽発表会 20.参観日 25.離退任式

20.参観日 クリーンアップ作戦 31.就学前検診 28.学校保健委員会

24.役員選出 クリーンアップ作戦

15.第6回常任理事会 22.新常任理事役員説明会 6.県P会長研修 中学生の主張大会 25-26.第72回日本PTA 市P連小学校会長意見交流会 球技大会代表者会議 2.第54回中ブロ 7.第50回県P会員研修会 市P連会会員研修会

22.新PTA会長会 29.市P連総会 全国研究大会(川崎大会) 研修やまぐち大会

24.市P連球技大会

第1回役員会 第2回役員会

みまもり活動 制服リサイクル みまもり活動 みまもり活動 制服リサイクル 制服リサイクル

全生徒ｱﾝｹｰﾄ作成･集計 用品回収･仕分け 当番表作成・配布 当番表作成・配布 用品回収･仕分け 回収の書面配布

当番表作成･配布 学年部会
みまもり活動協力会社御礼･来年度の協力依頼

第1回部会 広報第1号発行 文化部サークル 広報第2号発行

ポスティング 文化祭展示 ポスティング

飛び出し注意看板 第1回部会 校内清掃 街頭指導 街頭指導 街頭指導

の交換

第１回部会打ち合わせ 仕分け・集計 仕分け・集計 仕分け・集計 ポスティング 仕分け・集計 仕分け・集計 ポスティング 仕分け・集計

ポスティング ポスティング ベルマーク発送 仕分け・集計 カートリッジ回収

第1回部会 カートリッジ回収

文化部

厚生部

ベルマーク部

※上記はあくまでも期初の予定であり、中止・延期など変更の可能性があります旨、ご了承下さい。

2024年度（令和6年度）　ＰＴＡ年間行事計画（案）
福山市立曙小学校ＰＴＡ

　・学校
　・本部
　・曙学区

<県Ｐ・市Ｐ連＞

＜誠之ブロック＞

学年部



１　収入の部
単位（円）

増　　△減

  △ 56,216

△ 39,600

0

0

△ 95,816

  　  ２   支出の部
単位（円）

増　　△減

0

0

5,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 100,816

△ 95,816

16　積立金 ¥200,000 ¥200,000 周年記念行事費として積立

17　予備費 ¥1,433,859 ¥1,534,675 転出児童返金など

14　需用費 ¥300,000 ¥300,000 学校行事に係る必要経費

15　雑費 ¥200,000 ¥200,000 環境整備などその他

合　　　　計 ¥2,888,859 ¥2,984,675

※各項目間の流用を認めるものとする。

12　備品設備費 ¥200,000 ¥200,000 修理費・設備費など

13　負担金補助費 ¥150,000 ¥150,000 市P連・県P連会費・誠之ブロック負担金など

10　保健体育費 ¥30,000 体温計・下着・消毒液・マスクなど

11　慶弔費 ¥50,000 ¥50,000 見舞い・香料・餞別など

9　図書費 ¥30,000 ¥30,000 掲示用教材・教職員用図書など

¥30,000

7 　研修旅費 ¥30,000 ¥30,000 研修旅費など

8　 奨励費 ¥100,000 ¥100,000 講師謝金など

5　 ベルマーク活動費 ¥10,000 ¥10,000 活動費・ベルマーク輸送料など

6　 研修会参加費 ¥30,000 ¥30,000 研修会参加費・研修会費など

3　 文化部活動費 ¥55,000 ¥50,000 活動費・広報誌など

4　 厚生部活動費 ¥30,000 ¥30,000 活動費・校内清掃など

1　 本部活動費 ¥30,000 ¥30,000 活動費・PTA腕章など

2　 学年部活動費 ¥10,000 ¥10,000 活動費・敬老会など

合　　 　　計 ¥2,888,859 ¥2,984,675

(円）　△はマイナス

項　　　　　目 令和６年度予算額 令和５年度予算額 備　　　　　　　考

４　利　　　 　　　　　息 ¥16 ¥16

１　前 年 度 繰 越 金 ¥1,794,743 ¥1,850,959 繰越金

２　会　　　　　       費 ¥1,079,100 ¥1,118,700 世帯・職員数×3300円

　2024年度（令和6年度）　曙小学校PTA会費会計予算書（案）

(円）　△はマイナス

項　　　　　目 令和６年度予算額 令和５年度予算額 備　　　　　　　　考

３　雑　　 　収　　 　入 ¥15,000 ¥15,000 市P連還付金など



１　収入の部

増　　△減

  218,686

0

5,000

0

223,686

 　　 ２   支出の部
単位（円）

増　　△減

0

0

項　　　　　目 令和６年度予算額 令和５年度予算額 備　　　　　　　考

周年行事関連等 ¥0 ¥0 次の周年行事のために積立

合　　 　　計 ¥0 ¥0

(円）　△はマイナス

合　　 　　計 ¥1,178,368 ¥954,682

利　　　　　　　　 息 ¥4 ¥4

雑　　 　収　　 　入 ¥15,000 ¥10,000 教科書リサイクルなど

　2024年度（令和6年度）　曙小学校PTA特別会計予算（案）

(円）　△はマイナス

項　　　　　目 令和６年度予算額 令和５年度予算額 備　　　　　　　　考

前 年 度 繰 越 金 ¥963,364 ¥744,678 繰越金

積　 　　立　　 　金 ¥200,000 ¥200,000 PTA会費からの積立金



１　収入の部

増　　△減

  △ 63,478

△ 15,600

0

0

△ 79,078

 　　 ２   支出の部
単位（円）

増　　△減

△ 40,000

△ 20,000

△ 19,078

△ 79,078

予　　　備　　　費 ¥5,445 ¥24,523

合　　 　　計 ¥415,445 ¥494,523

ラ  ベ  ル  等 費 ¥50,000 ¥70,000 児童用図書ラベル・環境整備費
※今年度図書室改装があるため増額

　　　　　※各項目間の流用を認めるものとする。

書　　　籍　　　費 ¥360,000 ¥400,000 児童用図書など

項　　　　　目 令和６年度予算額 令和５年度予算額 備　　　　　　　考

(円）　△はマイナス

合　　 　　計 ¥415,445 ¥494,523

利　　　　　　　　 息 ¥3 ¥3

雑　　 　収　　 　入 ¥0 ¥0

　2024年度（令和6年度）　曙小学校PTA図書会計予算（案）

(円）　△はマイナス

項　　　　　目 令和６年度予算額 令和５年度予算額 備　　　　　　　　考

前 年 度 繰 越 金 ¥53,042 ¥116,520 繰越金

図　 　　書　　 　費 ¥362,400 ¥378,000 世帯数×1200円



福山市立曙小学校ＰＴＡ会則（案） 

第１章 総則 
第１条 本会は福山市立曙小学校ＰＴＡと称する。 

第２条 本会の事務局は福山市立曙小学校に置く。 

 

第２章 目的と活動 
第３条 本会は福山市立曙小学校の児童の幸福な成長をはかる

と共に、会員の相互の研修の実をあげることを目的と

する。 

第４条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動をする。 

①児童の学習環境及び生活環境の整備につとめる。 

②家庭と学校の綿密な連絡により、児童の生活指導に

つとめる。 

③よい会員になるための相互研修を深める。 

 

第３章 方針 
第５条 本会は、児童の教育を本旨とし次の方針に従って活動

する。 

①教育問題について討議し学校教育の進展に協力する。 

②児童のために活動する他の社会的諸団体及び諸機関

に協力する。 

③特定の政党や宗教には関係しない。 

④学校の管理には関与しない。 

 

第４章 会員 
第６条 本会の会員は次の通りとする。 

①小学校に在籍する児童の保護者。 

②小学校に在籍する職員。 

 

第５章 役員及び委員とその任務 
第７条 本会の役員及びその任務は次の通りとする。 

①会長（１名） 

・本会を代表し、会務を統轄する。 

②副会長（若干名） 

・会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代

行する。 

③書記（２名） 

・会議録を整備し、本会の事務を掌る。 

④会計（２名）監査役兼務可能とする。 

・年間の活動のための予算を作り、決算の報告をす

るなど会計を守っていく。 

⑤監査委員（２名）会計役兼務可能とする。 

・会計を監査し総会において報告する。 

第８条 本会の委員及びその任務は次の通りとする。 

①学年正副代表委員（若干名） 

・学年及び学級のＰＴＡ活動の連絡調整をし、その

運営の円滑をはかる。 

②学級委員代表（若干名） 

・学級委員の意志を聞き、学級及び学年ＰＴＡ活動

の円滑をはかる。 

③学級委員（若干名） 

・学級の保護者の意志を聞き、学級ＰＴＡ活動の運 

 

 

営に当たる。 

④学校委員代表（若干名） 

・職員の意志を聞き、本会の運営の円滑をはかる。 

⑤学校委員（若干名） 

・児童の教育について専門的立場で参加協力する。 

 

第６章 役員及び委員の選出 
第９条 本会の役員及び委員の選出は、会員中より次の手続き

によって行う。 

①本部役員は、２・３・４・５年から各学級より１名以

上、年度初において各学級ＰＴＡ会員の承認により選

出する。但し、上記以外の学級からの立候補は妨げな

い。 

②会長・副会長は常任委員会において選出し、総会の承

認を得る。会長は５年生役員より選出することを原則

とする。但し他学年役員より立候補がある場合はこれ

によらないことができる。 

③書記・会計は会長がこれを委嘱する。 

④監査委員は、常任委員会で選出する。 

⑤学年正副代表委員は、各学年の学級委員代表の互選に

よって選出する。 

⑥学級委員代表は、各学級委員の互選により選出する。 

⑦学級委員は、各学級の会員中より選出する。 

⑧学校委員代表は、職員の互選により選出する。 

⑨専門部部長は、会長が委嘱する。 

 

第１０条 本部役員の任期は原則２カ年とする。但し、再任を妨

げない。 

 

第７章 顧問 
第１１条 本会の顧問は若干名を置くことができる。 

顧問は常任委員会の推薦により会長がこれを委嘱し、

必要に応じて意見や希望を述べることができる。 

任期終了後の会長経験者は、会長より顧問委嘱があっ

た場合は顧問として残ることができる。 

 

第８章 総会 
第１２条 総会は、全会員をもって構成しこの会の最高決議機関

である。 

第１３条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

定期総会は毎年一回会長がこれを招集し、臨時総会は

常任委員会が必要と認めた場合、随時会長がこれを招

集する。 

第１４条 総会は、次の事項を審議決定する。 

①役員承認に関する事項 

②決算並びに予算案及び事業計画案の承認に関する

事項 

③会則改正に関する事項 

④その他 

第１５条 総会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。 

 



 

 

第９章 委員総会 
第１６条 委員総会は、総会につぐ決議機関とし、常任委員会が

必要と認めた場合は、随時会長がこれを招集する。決

議は出席者の過半数の同意を必要とする。 

 

第１０章 常任委員会 
第１７条 常任委員会は、常任委員（学級委員・学級委員代表・

学校委員代表）及び本部役員・校長・教頭・教職員を

もって構成し、会長がこれを招集する。 

第１８条 常任委員会の任務は、次の通りとする。 

①本会の企画運営並びに新年度の計画・予算の編成に

当たる。 

②総会及び委員総会に提出する議案並びに報告書を作

成する。 

③必要ある場合は、特別委員会を設ける。 

④その他総会より委任された事項の審議に当たる。 

 

第１１章 専門部会 
第１９条 本会の目的を達成するために常任委員会の承認を得

て必要に応じて専門部会を構成することができる。 

 

第１２章 会計 
第２０条 本会の経費は会費及び寄付金をもってこれに当てる。 

第２１条 ①会費は月額１世帯２５０円とし、年一回納入するも

のとする。ただし、特別の事情のある場合はこの限

りではない。 

②県ＰＴＡ安全共済会への納入金は別途徴収する。 

第２２条 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年３月

31日に終わる。 

 

第１３章 付則 
第２３条 本会の会則以外の必要事項は、別に細則で定め、常任

委員会の承認を得て決定する。 

第２４条 本会の会則は１９７１年（昭和４６年）２月１４日よ

り実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


